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2はじめに

◼ 第58回本小委員会（2025年11月13日）において、機器点電圧が特別高圧（以下、「特高」という。）および
機器点容量が1,000kW以上の取扱いについて課題整理を行った。

◼ 機器点容量が1,000kW以上の取扱いに関しては、主に発電リソースの場合において課題があることを示し、また、
対象電源種別や対象容量に関しては、事業者ニーズやポテンシャル調査の結果も踏まえ詳細検討を行うとしていた。

◼ その後、第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（以下、「分散型システム検討会」という。）
（2025年11月19日）において、事業者ニーズやポテンシャル調査の結果や、それを踏まえた対象容量、機器点
1,000kW以上の入札単位についての整理や見解が示されたところ。

◼ 今回、これらの整理を踏まえつつ、需給調整市場における機器個別計測の残課題に関する詳細検討を行ったので、
ご議論いただきたい。



3（参考） 前回の本小委員会での整理結果

出所）第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html

◼ 前回の本小委員会（2025年11月13日）において、機器点容量が1,000kW以上のうち、発電リソース以外は
特段の課題なく、現状の枠組み（入札単位）で市場参入できるものと整理していた。

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html


4（参考） 第14回分散型システム検討会での整理結果

出所）第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

◼ 第14回分散型システム検討会（2025年11月19日）において、事業者アンケートの結果を踏まえた論点の整理
が実施され、機器点容量1,000kW以上の発電リソースの受け入れ方法に関しては、早期参入面やシステム改修
のコスト面を踏まえて、「リスト・パターン（簡易指令システム）」が妥当である点や、制度趣旨を踏まえると、機器点
での参入可能容量の上限としては10万kW未満が妥当である点が整理された。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf
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7機器点電圧「特高」の課題（１／２）

＜これまでの振り返り＞

◼ 前回の本小委員会（2025年11月13日）において、機器点電圧「特高」のリソースが需給調整市場に参入する
ための課題整理を行い、以下の準備が整う必要があることをお示しした。

✓ 「応動評価（アセスメントⅡ）における妥当性確認用」 および 「kWh精算用」 に活用する計量データを
一般送配電事業者へ連携する仕組みの整理

✓ IoTルートを活用する場合、次世代スマメの設置が必要（早くて2027年度以降と考えられる）

✓ 一般送配電事業者における託送システム等の改修が必要（システムの改修規模や改修期間）

◼ その後、第14回分散型システム検討会（2025年11月19日）にて、特定計量（IoTルート）運用ガイドライン
（以下、「運用ガイドライン」という。）を改定し、機器点「特高」区分を追加する方向が示され、計量データの連携
に関しては、低圧・高圧と同様に、IoTルートを活用する方向となった。

◼ 一方で、一般送配電事業者側の託送システム等の改修に関しては、仕様確定から6～24ヶ月とエリアごとにばらつき
があることや、新たな課題として、託送BP※の検討も必要である点が示された。

※ 確定使用量通知業務用のBP。
BPはビジネスプロトコルの略でデータ提出のためのフォーマットを指す。



8機器点電圧「特高」の課題（２／２）

◼ この点については、現行の託送BPに、新たに機器点電圧が「特高」の場合を設ける必要があるが、特段の課題はなく、
特高用の次世代スマメの導入時期となる2027年度に向けたBP改定で対応可能となる見通しである。

◼ また、運用ガイドラインの改定に関しても、次世代スマメの導入時期等を踏まえて、2027年度に向けた改定になる
見通しであるため、機器点電圧「特高」が需給調整市場に参入可能となる時期としては、次世代スマメ設置および
一般送配電事業側の託送システム等の改修が完了したタイミングになるといえる。

◼ ここで、前述のとおり、託送システム等の改修に関しては、仕様確定してから6～24ヶ月とエリアごとにばらつきがあり、
エリアによっては2027年度以降となる可能性もある。

◼ 以上を踏まえ、機器点電圧「特高」のリソースに関しては、2027年度以降で受け入れる体制が整ったエリアから順次、
市場参入を認めることとしてはどうか。



9（参考） 機器点電圧「特高」に関するこれまでの議論内容（１／２）

出所）第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html


10（参考） 機器点電圧「特高」に関するこれまでの議論内容（２／２）

出所）第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）資料6
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

出所）第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html
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12機器点容量1,000kW以上の発電リソースの入札単位について（１／２）

出所）第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html

＜これまでの振り返り＞

◼ 前回の本小委員会（2025年11月13日）において示したとおり、機器点容量1,000kW以上のリソースであっても
発電リソース以外であれば、現行と同様に「リスト・パターン」によって市場参入できるものと整理していた。

◼ 他方、発電リソースの場合の入札方法としては、「単独発電機（機器点）」のような新たな入札単位を設ける方法、
もしくは現状の「リスト・パターン」※ を用いて参入を認めるといった方法が考えられることをお示ししていたところ。

※機器点容量1,000kW以上の1地点のみで入札

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html


13機器点容量1,000kW以上の発電リソースの入札単位について（２／２）

出所）第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

※複合市場と三次②市場への同一時間帯での入札不可等

◼ この点については、第14回分散型システム検討会（2025年11月19日）において、部分的な取引商品制約※は
あるものの、機器点リソースの早期参入面やシステム対応に係るコスト制約等を前提に、「リスト・パターン（簡易指
令システム）」を用いて参入を認める方向が妥当であると整理された。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf


14（参考） 現行（受電点）の需給調整市場における1,000kW以上のリソースの取扱い

出所）取引ガイド（全商品）第7版（2025年4月1日）をもとに作成
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

1,000kW以上はリスト・パターンで
アグリゲートせずに1地点のみで入札

1,000kW以上の発電リソースは
単独で入札

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


15機器点容量1,000kW以上のリソースへの指令方法について

◼ 前述のとおり、機器点容量が1,000kW以上の発電リソースについても、基本的には、「リスト・パターン（簡易指令
システム）」を用いて市場参入を認める方向が示されたところ。

◼ リスト・パターンを用いる場合の指令方法は、通信設備の形態に依らず、出力変化量指令となるため、機器点容量
1,000kW以上のリソースへの指令方法としても同様に「出力変化量指令」となる。

出所）第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html


16（参考） 調整力の指令方法

出所）第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html


17機器個別計測における市場参入可能容量について

◼ 前回の小委員会（2025年11月13日）にて、その他の論点としていた機器点での市場参入可能容量に関して、
第14回分散型システム検討会（2025年11月19日）において、機器個別計測の制度趣旨※に加えて、機器点
容量1,000kW以上のリソースの早期参入、システム対応に係るコスト制約等を踏まえて、機器個別計測での参入
可能容量は10万kW未満とする整理が示された。

出所）第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

※ 需要や変動性再エネ等の変動規模に対して蓄電池等の出力規模が小さいリソースの活用
（受電点では適切な評価が困難なリソースの活用）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf


18（参考） 前回の本小委員会（機器点容量1,000kW以上のその他論点）

出所）第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/58.html


19機器個別計測の対象となる電源種別等について

◼ 機器個別計測の対象となる電源種別の検討に関して、第14回分散型システム検討会（2025年11月19日）で
示されたように、揚水発電や系統用蓄電池、需要や変動性再エネ等の変動規模より十分に大きい併設蓄電池と
いった本来受電点で取引されるべきリソースに関しては、機器個別計測の制度趣旨から乖離するものと言えるため、
機器個別計測での市場参入の対象外とすることが妥当であると考える。

◼ この点、本来的に調整力は系統に貢献し得る量で評価すべきものであり、受電点で余力活用に関する契約を締結
しているリソースについては、調整力の受け渡しを行う受電点において需給調整市場の商品相当の調整力に関する
機能を有しているといえる。

◼ 言い換えると、これは受電点においても調整力を適切に供出可能なリソースであるともいえるため、余力活用に関する
契約を締結している受電点以下のリソースに関しては、電源種別に依らず機器個別計測の対象外としてはどうか。

出所）第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf


20（参考） 余力活用に関する契約について

出所）余力の運用規程（第3版 2025年3月14日）より抜粋
https://www.tdgc.jp/yoryoku/asset/download/docs/announcement_regulations_v3r.pdf

（中略）

出所）余力活用ガイド（第3版 2025年3月14日）
https://www.tdgc.jp/yoryoku/asset/download/docs/announcement_guide_v3.pdf

◼ 余力活用に関する契約は、GC前の発電事業者等の計画策定に支障を与えないことを前提に余力を活用し、社会
コストの低減等、より効率的、安定的な需給調整、系統運用を行うことを目的としている。

◼ この点、本来的に、調整力は系統に貢献し得る量で評価すべきものであり、受電点で余力活用に関する契約を締
結しているリソースについては、調整力の受け渡しを行う受電点において需給調整市場の商品相当の調整力に関す
る機能を有しているといえる。

https://www.tdgc.jp/yoryoku/asset/download/docs/announcement_regulations_v3r.pdf
https://www.tdgc.jp/yoryoku/asset/download/docs/announcement_guide_v3.pdf


21【関連課題】 容量市場における発動指令電源との関係性

出所）第39回需給調整市場検討小委員会（2023年6月1日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/39.html

◼ また、他制度との関係性では、容量市場における発動指令電源が需給調整市場で約定し、発動指令を受けた場
合、発動指令電源は容量市場と需給調整市場双方のリクワイアメントを満たす必要があるが、電源等リストに需給
調整市場約定リソースが含まれる場合で発動実績がアセスメント対象容量を下回った要因について、調整力指令の
影響であることが合理的に説明できる場合は容量市場のリクワイアメントを満たしているものとみなす整理となっている。

◼ この点、機器点で需給調整市場に参加したリソースを考えた場合、計測点の違い等により同様の取り扱いができな
い課題が存在し得ること、また、上記の整理は、需給調整市場でその発動時にフル出力でない調整力指令が行わ
れているケースが極めて限定的であることを前提としたものでもあることからその扱いに関しては、容量市場が受電点の
計量値をアセスメントすることを前提に、次回以降に改めて整理を行うこととしてはどうか。

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/39.html


22（参考） 発動指令と調整力指令の重複分について

出所）容量市場 事業者向け説明会（リクワイアメント対応）（2025年10月）
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/251010_youryou_jitsujukyu_setsumeikai_requirement_r2.pdf

◼ 現行の整理では、発動指令電量と需給調整市場での約定量（受電点）の重複分については、需給調整市場に
基づく調整力指令を優先することとなっている。

https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/251010_youryou_jitsujukyu_setsumeikai_requirement_r2.pdf
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24一次調整力の先行導入の検討について（１／２）

◼ 機器個別計測における一次調整力の先行導入とは、一次調整力は需給調整市場でのkWh精算がなく、当該計
量データの連携が不要であるため、現行の運用ガイドラインを踏まえると、次世代スマメの設置を待たずして他の商品
に先駆けて市場参入できることを意味している。

◼ 具体的には、第57回本小委員会（2025年9月26日）にてお示ししたとおり、アセスメントⅡにおける応動評価
データ（供出電力）の事前の妥当性確認を行うため、特定計量システムで収集するデータとは別に信頼性が担保
された基準となるデータがあり、それを一般送配電事業者に連携できれば先行的に市場参入できるとも考えられるが、
現時点においては、IoTルートの構築なしにこのようなデータを得ることは難しいものとしていた。

◼ この点、前回の第58回本小委員会（2025年11月13日）において、クラウドサービスを活用したデータ連携方法
が提案されたことを踏まえて、一次調整力の先行導入が可能となる条件について改めて整理を行った。

＜第58回需給調整市場検討小委員会（2025年11月13日）でのご意見＞

✓ 具体的に申し上げると、例えば、様々な事業者が持っている計測機器と、トランスデューサを併設させて、クラウド例えばAmazon
のQuickSightのようなものを経由して一般送配電事業者に、そのIDとパスワードを提供すれば、TSOが応動評価を常時監視
することができる。特に一次調整力の場合は、アワーの精算が不要なので、一次調整力のオフライン枠のようなところで、常時監視の
環境が整っている事業者が、暫定運用のような形を前提にTSOと協議をする希望がある場合は、考慮していただきたい。既に一次調
整力のオフライン枠で落札実績があり、そういった応動評価をTSOが常時監視できるような環境が整っているところとも、暫定運用
の機会を改めて考えていただきたい。そもそも需給調整市場は流動性が低く、それが課題になっており、それを少しでも緩和できる措
置があるならば、やはり柔軟な対応が重要と私は考える。（市村オブザーバー）



25（参考） 一次調整力の先行導入における課題について

出所）第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/57.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/57.html


26一次調整力の先行導入の検討について（２／２）

◼ 前頁のように、クラウドサービスを活用し、機器点での計測データを一般送配電事業者とクラウド上で連携することが
できれば、オフラインリソースであっても疑似的にオンライン監視ができるともいえる。

◼ ただし、疑似的なオンライン状態であり、一般送配電事業者が監視を行なうにあたっては、都度クラウドにアクセスする
必要が生じるため、実務面を考慮すると、それをもってオンライン監視ができるものと扱うこと自体は難しいと考える。

◼ 他方で、一次調整力の先行導入に必要な事項としては、「アセスメントⅡに用いるkWデータの妥当性確認」を実施
するための信頼性の担保された基準となるデータ（現行の受電点では託送供給の用に供する計量器の電力量）と、
そのデータを一般送配電事業者に連携する仕組みが必要であることを踏まえると、データの改ざんを防止する機能を
備えたクラウドサービスを活用することで、この点が解消できる可能性があるとも考えられる。

◼ つまり、一般送配電事業者が事後的にそのデータにアクセスした場合であっても、タイムスタンプ機能等によりデータの
信頼性※1が担保でき、現状の妥当性確認にも整合したデータ※2を提供できるのであれば一次調整力の先行導入を
実現することができるもの※3と考える。

◼ また、本来的には次世代スマメのIoTルート活用により妥当性確認に必要なデータが連携可能となることを踏まえると、
次世代スマメが設置されるまでの暫定的な運用として、一次調整力の先行導入※4を認める方向としてはどうか。

◼ なお、本暫定運用の開始時期については、各一般送配電事業者にて、IoTルートを用いないデータ連携についての
運営等に関する詳細な取り扱いも含め、需給調整市場の取引規程を改定後の開始となる。

※1 データ取得日時の記録も含めて、データ改ざんが実施できないことが担保されたデータ。

※2 現状の妥当性確認においては、kWhデータ（30分値）を活用している。

※3 アセスメントⅡに用いるkWデータ（1秒値）は、現行同様、オフライン枠であれば事後提出。
オンライン接続の場合は、当該時間終了から１～５秒程度以内に連携いただくものとする。

※4 暫定的な運用は一般送配電事業者の個別対応となるため、情報セキュリティ方針の違いに
よりクラウドへのアクセス可否が異なる等、一般送配電事業者毎に対応が異なる可能性がある。
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28まとめ

◼ 今回、整理した内容をまとめると以下のとおり。

◼ 機器点電圧「特高」の課題

➢ 運用ガイドライン、託送BPの改定時期を踏まえると、機器点電圧「特高」が需給調整市場に導入可能となる時期
としては、次世代スマメ設置および託送システム等の改修が完了したタイミングになるといえる。

➢ 他方、一般送配電事業者側の託送システム等の改修に関しては、仕様確定から6～24ヶ月とエリアごとにばらつき
があるため、2027年度以降で受け入れる体制が整ったエリアから順次、市場参入を認めることとしてはどうか。

◼ 機器点容量1,000kW以上の課題

➢ 本来的に、調整力は系統に貢献し得る量で評価すべきものである点を踏まえ、電源種別に依らず、余力活用に
関する契約を締結している受電点以下のリソースに関しては、機器個別計測の対象外としてはどうか。

◼ 一次調整力の先行導入について

➢ 一般送配電事業者が事後的にそのデータにアクセスした場合であっても、タイムスタンプ機能等によりデータの信頼
性が担保でき、現状の妥当性確認にも整合したデータを提供できるのであれば、一次調整力の先行導入を実現
することができるものと考える。

➢ また、本来的には次世代スマメのIoTルート活用により妥当性確認に必要なデータが連携可能となることを踏まえる
と、次世代スマメが設置されるまでの暫定的な運用として、一次調整力の先行導入※を認める方向としてはどうか。

➢ 本暫定運用の開始時期については、各一般送配電事業者にて、IoTルートを用いないデータ連携についての運営
等に関する詳細な取り扱いも含め、需給調整市場の取引規程を改定後の開始となる。

※ 暫定的な運用は一般送配電事業者の個別対応となるため、情報セキュリティ方針の違いに
よりクラウドへのアクセス可否が異なる等、一般送配電事業者毎に対応が異なる可能性がある。



29（参考） 機器個別計測導入に関連する各種スケジュールについて

出所）第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）資料6
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

